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清
流
ク
ラ
ブ

平
野 

広
行 

議
員

ご
み
の
不
法
投
棄
対
策

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

   

問 

　
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
行
為
は
、

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
、
ま
た
は
軽
犯
罪
等

で
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
本
市

の
場
合
、
弥
富
市
空
き
缶
等
ご

み
散
乱
防
止
条
例
が
８
年
に
制

定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
う
ま
く

機
能
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
る
中
ご
み
問
題
に
つ

い
て
尋
ね
る
。

⑴　
市
全
域
の
ご
み
の
ポ
イ
捨

て
に
つ
い
て
の
認
識
は
。

⑵　
現
在
、
ポ
イ
捨
て
に
よ
り

発
生
し
た
ご
み
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
い
る
か
。

⑶　
回
収
方
法
及
び
そ
の
費
用

は
ど
の
程
度
な
の
か
。

⑷　
以
前
設
置
し
た
不
法
投
棄

監
視
カ
メ
ラ
の
効
果
は
。

⑸　
市
空
き
缶
等
ご
み
散
乱
防

止
条
例
に
、
罰
則
を
盛
り
込
む

こ
と
で
一
層
の
抑
止
力
を
高
め

る
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
が
市

長
の
見
解
は
。

   

答 

市
長

⑴　

弥
富
イ
ン
タ
ー
周
辺
に

は
、
ご
み
・
空
き
缶
の
ポ
イ
捨

て
が
非
常
に
多
い
。
ま
た
、
東

名
阪
の
南
側
の
り
面
に
は
、
草

む
ら
の
中
に
ポ
イ
捨
て
と
い
う

状
況
が
後
を
絶
た
な
い
。
南
部

地
区
で
は
、
テ
レ
ビ
、
古
タ
イ

ヤ
、
産
業
廃
棄
物
と
い
っ
た
よ

う
な
大
量
の
不
法
投
棄
が
あ
る

こ
と
も
認
識
し
て
い
る
。

   

答 

環
境
課
長

⑵　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

な
ど
に
委
託
し
回
収
し
て
い

る
。

⑶　

散
乱
ご
み
拠
点
及
び
そ
の

周
辺
、月
１
回
回
収
が
62
カ
所
、

散
乱
ご
み
広
範
囲
回
収
、
月
１

回
回
収
が
５
カ
所
、
月
1.5
回
回

収
が
１
カ
所
、
月
２
回
回
収
が

５
カ
所
、
計
11
カ
所
を
原
則
に

し
て
い
る
が
、
委
託
業
者
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
独
自
に
不

法
投
棄
の
多
い
箇
所
を
優
先
的

に
巡
回
さ
せ
て
い
る
。
24
年
度

回
収
量
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
が
、
８
千
120
キ
ロ
グ
ラ

ム
、
ご
み
収
集
業
者
が
７
千
290

キ
ロ
グ
ラ
ム
。

　

回
収
処
理
費
は
、
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
ご
み
回
収
作
業

費（
草
刈
り
と
ご
み
分
別
作
業

費
を
含
む
）422
万
千
円
で
あ
る
。

ご
み
収
集
業
者
に
よ
る
不
法
投

棄
ご
み
の
回
収
142
万
４
千
850

円
、
不
法
投
棄
家
電
運
搬
処
理

費
30
万
２
千
686
円
、
廃
タ
イ

ヤ
処
理
費
９
万
300
円
、
合
計

603
万
８
千
836
円
。

⑷　

鍋
田
町
の
不
法
投
棄
の
多

か
っ
た
場
所
に
カ
メ
ラ
２
台
、

中
央
幹
線
等
に
も
カ
メ
ラ
を
設

置
し
た
結
果
、
不
法
投
棄
が
な

く
な
り
設
置
し
た
効
果
は
大
い

に
あ
っ
た
。

   

答 

市
長

⑸　

ま
ず
は
、
現
状
の
問
題
に

つ
い
て
、
改
善
し
て
い
く
。
一

つ
は
、
回
収
箇
所
を
増
や
す
。

さ
ら
に
、
監
視
カ
メ
ラ
の
増
設

も
考
え
て
い
き
た
い
。

　

罰
則
規
定
に
つ
い
て
は
、
新

た
な
課
題
と
し
て
、
委
員
会
等

で
協
議
を
し
て
い
き
た
い
。

   

問 

　
八
穂
、
末
広
地
区
の
開
発
が

進
ま
な
い
こ
と
に
つ
い
て
尋

ね
る
。

⑴　
他
市
町
村
で
は
、
企
業
立

地
推
進
課
が
設
置
さ
れ
、
大
い

に
役
立
っ
て
い
る
と
聞
く
が
市

長
は
把
握
し
て
い
る
か
。

⑵　
企
業
立
地
推
進
課
の
設
置

に
つ
い
て
の
市
長
の
見
解
は
。

   

答 

市
長

⑴　

企
業
立
地
推
進
課
と
い
う

中
で
職
員
を
張
り
つ
け
る
こ
と

で
大
き
な
力
に
な
る
と
認
識
し

て
い
る
。

⑵　

私
、
副
市
長
を
中
心
に
、

開
発
部
長
、
都
市
計
画
課
長
、

あ
る
い
は
商
工
観
光
課
長
で
構

成
を
し
、
企
業
誘
致
に
つ
い
て

一
生
懸
命
勉
強
し
て
い
き
た
い
。

回
収
ポ
イ
ン
ト
を
増
や
し

監
視
カ
メ
ラ
増
設

（
仮
称
）企
業
立
地
推
進
課

の
設
置
に
つ
い
て
は

市
長
、
副
市
長
を
中
心

に
取
り
組
ん
で
い
く

　

▶
鍋
田
町
地
内
の
監
視
カ
メ
ラ




